
離婚を決意した後の手続き・届出の一般的な流れ 

相手方に離婚希望を伝え話し合い 事前の話合いなし 

調停申し立て（調停期日は１か月に１回程度） 

(離婚、慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流など) 

審 判 訴 訟 

判 決 訴訟上の和解 
(請求の認諾） 

協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 裁判離婚 控訴審 

上告審 

離婚できず 

話合いが決裂 

話合いが成立 
（離婚届出） 

調停不調 

調停成立 
(調停成立後 10 日以内に

離婚届出) 

審判への 
異議申立てなし 

(10 日以内に離婚届出) 

審判への 
異議申立てあり 

(あまり行われていない) 

敗訴 

敗訴 

敗訴 

控訴なし 

勝訴 

勝訴 

勝訴 
(確定後 10 日以
内に離婚届出） 

(和解成立後 
10 日以内に 

離婚届出) 


